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 個別避難計画について  

 

 

 

 

 
 



“迅速で安全な避難が大切な命を守ります”

避難支援者を
決めておく

避難経路を
設定する

関係者で
共有する

※避難支援等関係者
①置賜広域行政事務組合消防本部 ⑦町内会長及び担当者※
②米沢市消防団 ⑧米沢市社会福祉協議会
③米沢警察署 ⑨地域包括支援センター
④民生委員・児童委員 ⑩福祉専門職
⑤コミュニティセンター ⑪福祉避難所協定施設
⑥自主防災組織の長及び担当者※ （協定を締結している旅館ホテルを含む）

※⑥⑦の担当者とは、当該組織において防災や福祉に係る役員及び担当者とする。

避難に不安を
感じている方は

を作りましょう


	個別ちらし3.pdfから挿入したしおり
	スライド 1: 　高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」は、あらかじめ避難先や避難支援者を決めておき、その情報を関係者で共有することにより、災害時の迅速で安全な避難を確保する必要があります。 　その計画を「個別避難計画」と言い、災害対策基本法で規定されています。


